
凡例

敷地境界：

別紙24　建築付帯設備

（真野取水場）

敷地内にある建築機械設備及び建築電気設備の全てを更新対象とする。
なお、屋外にある外灯等も更新対象とする。
ただし、撤去する構造物の建築機械設備及び建築電気設備は更新対象外とする。
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なお、屋外にある外灯等も更新対象とする。
ただし、撤去する構造物の建築機械設備及び建築電気設備は更新対象外とする。
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